






１ 人口及び医療費データ

(1) 東京都及び全国の人口の推移と将来推計 (図表1-1-1関係)
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【東京都】

【全 国】
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(2) １人当たり医療費 (年齢補正後) の状況 (図表2-1-3～5関係)
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(3) １人当たり老人医療費の状況 (図表2-1-3～5関係)
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(4) 計画期間における各都道府県の医療費の見通し
～ 医療費適正化に向けた取組実施前 ～ (第４章第５節関係)
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２ 個別被用者保険者の概況 (第２章第１節 ３ ｢② 医療保険制度別に見た特性｣ 関係)

・ 個別被用者保険の加入者数を見ると､ Ａ共済が約26万８千人､ Ｂ健保が約11万６千人であ
り､ 被保険者と被扶養者の構成は､ それぞれＡ共済が約50％と約50％､ Ｂ健保が約47％と約
53％となっている｡
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注１ 国保 (東京都) の出典： 『疾病別医療費分析システム2006年11月』 (東京都国民健康保険団体連合会)｡ 区市町村国保

及び国保組合 (都内在住者分) の合計データを使用｡

２ 国保 (東京都)､ Ｂ健保組合：平成18年11月診療分 (12月審査分) の疾病別医療費データ､ 平成18年11月末日現在の加

入者数データを使用｡

３ Ａ共済組合：平成18年５月診療分 (６月審査分) の10％無作為抽出の疾病別医療費データ (老人保健制度の対象者を

除く加入者のデータ)､ 平成18年５月末日現在の加入者数データを使用

４ 太枠・斜線の値については10％無作為抽出データを基に算出｡ 分析ではこの値を10倍したものを使用｡
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(参考)
・ Ａ共済組合の概況

・ Ｂ健保組合の概況



３ 用語の解説

１ 医療費
(1) 都民医療費 (①～③)
① 都民医療費

｢国民医療費｣ (厚生労働省) の都道府県別医療費のこと｡ ３年ごとに公表 [11頁]
② 都民医療費 (うち将来見通しの推計分)

厚生労働省が作成した 『都道府県別の医療費の将来見通しの計算ツール』 により算定
された都道府県別医療費のこと｡ [64～66頁]
◆ ｢都民医療費 (うち将来見通しの推計分)｣ の範囲

｢国民医療費｣ (厚生労働省) の医療費の範囲から､ 診療報酬審査支払機関 (社会
保険診療報酬支払基金及び国民健康保険団体連合会) の審査対象外医療費である柔道
整復師・はり師による治療費､ 移送費､ 補装具などの現金給付分､ 労災保険等給付分､
全額自費等を除いたものとなっている｡

③ 都民医療費 (うち医療費分析対象分)

｢都民医療費 (うち将来見通しの推計分)｣ から公費負担医療給付分を除いた額｡ 医
療費分析報告書データのこと｡ [13頁]
(国の計算ツールでは､ 公費負担医療給付分は年齢階層別に算定されていないため､

医療費分析の対象外とした｡)
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《参考》 ｢国民医療費｣ (厚生労働省) の医療費の範囲

・ 診療費 (医科診療 [入院・入院外] ・歯科診療)､ 入院時食事医療費
・ 訪問看護医療費 (訪問看護療養費・老人訪問看護療養費・基本利用料)
・ 調剤費 (医療保険・公費・老人保健制度分)
・ 柔道整復師・はり師による治療費 (保険適用部分)
・ 移送費 (保険適用部分)
・ 補装具 (保険適用部分) など

※ 医療費の範囲は傷病の治療費に限られているため､ ①正常な妊娠や分娩等に要する費用､ ②健康の
維持・増進を目的とした健康診断・予防接種等に要する費用､ ③固定した身体障害のために必要とす
る義眼や義肢等の費用は含まれていない｡
また､ 患者が負担する入院時室料差額分､ 歯科差額分等の費用は計上されていない｡

※ 制度区分別では､ 公費負担医療給付分 (生活保護法に基づく医療扶助､ 障害者自立支援法に基づく
自立支援医療等)､ 医療保険等給付分 (医療保険制度分､ 労災保険給付分等)､ 老人保健給付分､ 患者
負担分 (保険給付に伴う一部負担金､ 全額自費等) に分けられる｡
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(2) 東京都の国民健康保険医療費 [20頁]
東京都国民健康保険団体連合会作成 ｢疾病別医療費分析システム｣ に収録されたデータ｡
ア 疾病別医療費データ
① ｢② 医療保険制度別に見た特性｣ [18頁]
都内の区市町村国保及び国保組合 (都内在住者分) 加入者の医療に要した費用を掲載
している｡
② ｢② 疾病別に見た特徴｣ [21～24頁]
都内の区市町村国保被保険者＊の医療に要した費用を掲載している｡

＊老健分については､ 国保組合加入者分も含まれる｡

また､ 平成18年11月診療分の医科 (入院・入院外) 医療費データを使用している｡
(歯科及び調剤に関するデータは含まれていない｡)

イ 加入者数データ
平成18年11月末日現在の加入者数＊を使用
＊ 一部の区市については､ システムに収録されている加入者数を修正のうえ､ 一人当たり医療費や受診率等を算出
している｡

(3) 老人医療費
｢老人医療事業年報｣ の老人医療費 [11頁]
老人保健法による老人医療受給対象者の医療に要する費用｡
なお､ 老人医療受給対象者とは､ 以下の３つの用件すべてに該当する者をいう｡
① 年齢要件
・ 75歳以上の者
(平成14年10月に対象年齢が70歳以上から75歳以上に引き上げられたが､ 平成19年９月30日までの経過措置により､
75歳に向けて段階的に毎年１歳ずつ引き上げられているため､ 例えば平成17年10月からは原則73歳以上が対象となっ
ている｡)

・ 65歳以上75歳未満であって､ 区市町村長の障害認定を受けた者
② 加入者要件
医療保険に加入していること (生活保護受給世帯に属する者等は対象外)

③ 居住地要件
区市町村の区域内に居住地を有すること
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(4) 高額医療費
本計画では､ レセプト１件当たりの医療費が医科入院で80万円､ 医科入院外で10万円を
超えるものとした｡

２ 疾病
(1) レセプトデータに計上されている疾病
疾病構造の分析で使用しているレセプトデータに計上されている疾病は､ 実際は医師が
レセプトに複数の主傷病名を記載していても､ レセプトごとに１つの傷病を主な疾病とし
て機械的に選択したものであり､ 診療内容や医療費の投入度合い等は加味していない｡
このため､ 合併症や併存症が多数記載されている場合､ 選択されなかった疾病の件数､
医療費において低い集計値となる可能性がある｡

(2) 疾病大分類
社会保険表章用疾病分類表 (19分類) に基づく分類

(3) 疾病中分類
社会保険表章用疾病分類表 (119分類) に基づく分類

(4) 生活習慣病 (10疾病) [23頁]
｢糖尿病｣ ｢その他の内分泌､ 栄養の疾患｣ ｢高血圧性疾患｣ ｢虚血性心疾患｣ ｢くも膜下

出血｣ ｢脳内出血｣ ｢脳梗塞｣ ｢脳動脈硬化 (症)｣ ｢動脈硬化 (症)｣ ｢腎不全｣ である｡
なお､ ｢糖尿病｣ には､ 生活習慣病に含まれる ｢2型糖尿病｣ のほか､ ｢1型糖尿病｣ や

｢その他の特定の機序､ 疾患による糖尿病｣ 等､ ｢腎不全｣ には､ 生活習慣病に含まれる
｢糖尿病性腎不全｣ のほか､ 薬物や造影剤､ 重症化した糸球体腎炎､ 大出血､ 前立腺肥大
等を原因とする腎不全､ ｢その他の内分泌､ 栄養及び代謝疾患｣ には､ 生活習慣病に含ま
れる ｢高脂血症｣ のほか､ ICD-10の分類でいう所の ｢その他のグルコース調節及び膵内分
泌障害｣ や ｢栄養失調 (症)｣ 等に該当する疾病も含まれており､ 分析に当たっては留意
する必要がある｡
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【参考】平成18年11月診療分 国保医科レセプトにおける医療費の分布状況等
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３ 受診率 [18頁]
レセプト件数を被保険者数で除したもの
｢受診率 (1000人当たり件数)｣ ＝レセプト件数／被保険者数×1000

４ 年齢補正 [13～14頁]
厚生労働省の ｢都道府県別の医療費の将来見通しの計算ツール｣ より､ 都道府県別の70歳未
満及び70歳以上一人当たり医療費を算出し､ それぞれの値を全国の70歳未満及び70歳以上人口
に乗じて合計した医療費総額の値を全国の全人口で除して算出した｡
｢都道府県別一人当たり医療費 (年齢補正後)｣
＝ (都道府県別､ 70歳未満一人当たり医療費×全国の70歳未満人口
＋都道府県別､ 70歳以上一人当たり医療費×全国の70歳以上人口)
÷全国の全人口

５ 標準化死亡比【SMR】 [16頁]
死亡率は通常､ 年齢によって大きな違いがあることから､ 異なった年齢構成を持つ地域別の
死亡率を､ そのまま比較することはできない｡ 比較を可能にするためには､ 標準的な年齢構成
に合わせて､ 地域別の年齢階級別の死亡率を算出して比較する必要がある｡
標準化死亡比は､ 基準死亡率 (人口10万対の死亡数) を対象地域に当てはめた場合に､ 計算
により求められる期待される死亡数と､ 実際に観察された死亡数とを比較するものである｡
我が国の平均を100としており､ 標準化死亡比が100以上の場合は我が国の平均より死亡率が
多いと判断され､ 100以下の場合は死亡率が低いと判断される｡
標準化死亡比は､ 基準死亡率と対象地域の人口を用いれば簡単に計算できるので､ 地域別の
比較によく用いられる｡
[出典： ｢都道府県別死因の分析結果について｣ (厚生労働省)]
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二次保健医療圏




